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は
じ
め
に　

二
人
の
「
廃
帝
」

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
二
十
四
日
、
太
政
官
布
告
に
よ
っ
て
、
明
治
新
政
府
は
三
人
の
人
物
に
諡
号
を
贈
っ
た
。「
大
友
帝
」

に
対
し
「
弘
文
天
皇
」、「
廃
帝
」
に
対
し
「
淳
仁
天
皇
」、「
九
条
廃
帝
」
に
対
し
「
仲
恭
天
皇
」
で
あ
る
。

　

大
友
帝
は
、
天
智
天
皇
の
子
の
大
友
皇
子
で
あ
り
、
六
七
一
年
に
天
智
天
皇
が
亡
く
な
る
と
朝
廷
の
中
心
と
な
っ
た
が
、
即
位
し
た

か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
で
、
叔
父
の
大
海
人
皇
子
（
天
武
天
皇
）
に
敗
れ
自
殺
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
、

は
じ
め
て
天
皇
と
し
て
諡
号
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
廃
帝
は
淳
仁
天
皇
で
あ
る
。
天
武
天
皇
の
孫
、
舎
人
親
王
の
子
で
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
に
即
位
し
た
が
、
天
平
宝

字
八
年
（
七
六
四
）
の
恵
美
押
勝
（
藤
原
仲
麻
呂
）
の
乱
で
押
勝
が
敗
れ
る
と
廃
さ
れ
、
配
流
先
の
淡
路
国
で
翌
年
に
亡
く
な
っ
て
い
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る
。
廃
さ
れ
た
た
め
、
死
後
に
諡
号
が
贈
ら
れ
ず
、
こ
の
と
き
、
は
じ
め
て
天
皇
と
し
て
諡
号
が
贈
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

三
人
目
の
九
条
廃
帝
が
、
こ
こ
で
の
主
た
る
検
討
対
象
と
な
る
仲
恭
天
皇
で
あ
る
。

　

彼
ら
以
外
に
も
、
本
人
の
意
に
沿
わ
ぬ
譲
位
を
強
い
ら
れ
た
天
皇
は
、
藤
原
基
経
と
対
立
し
た
陽
成
天
皇
、
藤
原
道
長
と
対
立
し
た

三
条
天
皇
、
白
河
院
と
対
立
し
た
鳥
羽
天
皇
な
ど
、
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
も
譲
位
後
は
、

自
ら
の
意
志
で
辞
め
た
天
皇
と
同
様
、
太
上
天
皇
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
自
ら
の
意
思
で
天
皇
を
辞
め
た
天
皇
と

変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
廃
帝
」
と
称
さ
れ
た
淳
仁
天
皇
と
仲
恭
天
皇
は
、
譲
位
後
に
太
上
天
皇
と
し
て
の
処
遇
を
受

け
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
廃
位
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
る
の
が
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

　

淳
仁
天
皇
の
廃
位
の
際
に
は
、天
皇
と
同
格
の
太
上
天
皇
と
し
て
孝
謙
太
上
天
皇
が
存
在
し
て
お
り
、孝
謙
太
上
天
皇
の
命
令
に
よ
っ

て
廃
位
が
行
わ
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年
十
月
壬
申
条
）。
太
上
天
皇
は
、
平
城
上
皇
の
変
ま
で
は
、
天
皇
と
同
格
の

存
在
で
あ
っ
た
。
律
令
制
で
は
天
皇
が
至
高
の
存
在
と
し
て
あ
る
以
上
、
天
皇
を
廃
位
す
る
と
い
う
手
続
き
は
、
法
的
に
は
定
め
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
と
き
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
孝
謙
太
上
天
皇
の
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
仲
恭
天
皇
は
、
承
久
の
乱
の
結
果
、
鎌
倉
幕
府
、
具
体
的
に
は
執
権
北
条
義
時
の
意
向
に
よ
っ
て
、
天
皇
を
廃
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
後
の
鎌
倉
時
代
の
皇
位
継
承
や
、
朝
幕
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
考
え
た
い
。

一
．
仲
恭
天
皇
と
は
い
か
な
る
人
物
か

　

仲
恭
天
皇
（
一
二
一
八
～
三
四
年
）
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
正
統
の
皇
位
継
承
者
で
あ
っ
た
。
父
親
は
順
徳
院
、
祖
父
は
承
久

の
乱
の
際
に
院
政
を
行
っ
て
い
た
後
鳥
羽
院
で
あ
る
。
母
親
の
九
条
立
子
は
、
摂
関
家
の
一
流
で
あ
る
九
条
家
の
出
身
で
、
承
元
三
年
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（
一
二
〇
九
）
に
皇
太
子
時
代
の
順
徳
天
皇
の
妻
と
な
り
、
順
徳
天
皇
が
即
位
す
る
と
そ
の
中
宮
と
さ
れ
た
。
立
子
の
父
九
条
良
経
は
、

結
婚
時
点
で
は
既
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
当
主
は
九
条
道
家
で
あ
っ
た
。

　

仲
恭
天
皇
が
生
ま
れ
た
の
は
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
で
あ
る
が
、
摂
関
家
の
女
性
が
皇
子
を
産
む
の
は
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）

の
藤
原
賢
子
以
来
、
一
三
九
年
ぶ
り
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
賢
子
は
藤
原
師
実
の
養
女
で
あ
り
（
実
父
は
源
顕
房
）、
実
子
に
限
る
と
、

万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
に
藤
原
道
長
の
娘
嬉
子
が
後
朱
雀
天
皇
の
中
宮
と
し
て
後
冷
泉
天
皇
を
産
ん
で
以
来
、
一
九
三
年
ぶ
り
の
男

子
誕
生
で
あ
っ
た
。

　

摂
関
家
出
身
の
后
妃
所
生
の
皇
子
と
し
て
、
仲
恭
天
皇
は
非
常
な
特
別
待
遇
を
受
け
て
お
り
、
生
後
わ
ず
か
四
十
一
日
で
親
王
宣
下

を
受
け
、
四
十
六
日
で
立
太
子
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
太
子
は
、
基
王
（
聖
武
天
皇
皇
子
、
生
後
三
十
二
日
）、
安
徳
天
皇
（
高
倉
天

皇
皇
子
、
生
後
三
十
三
日
）
に
次
ぐ
、
史
上
三
番
目
の
早
さ
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
四
月
二
十
日
に
践
祚
し
た
仲
恭
天
皇
の
在
位
期
間
は
、
史
上
最
短
の
わ
ず
か
七
十
八
日
間
で
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
、
父
順
徳
天
皇
が
仲
恭
天
皇
に
譲
位
し
た
理
由
は
、「
御
身
を
か
ろ
め
て
合
戦
の
事
を
も
一
御
心
に
せ
さ
せ
給
は
ん
御

は
か
り
ご
と
」（『
神
皇
正
統
記
』、
便
宜
上
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
た
、
以
下
同
じ
）、
す
な
わ
ち
、
後
鳥
羽
院
と
心
を
一
つ
に
合

わ
せ
て
、
幕
府
を
倒
す
挙
兵
を
行
う
た
め
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
実
際
、
五
月
十
五
日
に
、
後
鳥
羽
院
は
京
都
守
護
伊
賀
光
季
を

討
ち
、
北
条
義
時
の
追
討
宣
旨
を
発
給
し
て
い
る
（
以
下
、
乱
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
）。

　

こ
う
し
て
起
こ
っ
た
承
久
の
乱
は
、
鎌
倉
幕
府
軍
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
六
月
十
五
日
に
幕
府
軍
が
入
京
し
、
七
月
九
日
に
仲
恭
天

皇
は
位
を
廃
さ
れ
、
後
堀
河
天
皇
が
践
祚
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
点
で
、
仲
恭
天
皇
は
数
え
年
で
四
歳
の
幼
帝
で
あ
り
、
戦
争
責
任
は
当
然
な
い
。
形
の
上
で
は
仲
恭
天
皇
の
命
令
と
し
て
出

て
い
る
も
の
も
、
当
然
、
院
政
を
行
っ
て
い
る
後
鳥
羽
院
の
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
責
任
は
後
鳥
羽
院
に
帰
す
る
。
そ
れ
ゆ
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え
に
、
一
般
的
に
も
研
究
史
上
に
お
い
て
も
、
仲
恭
天
皇
が
廃
さ
れ
た
こ
と
以
上
に
、
後
鳥
羽
院
ら
三
人
の
院
が
流
罪
に
さ
れ
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
で
は
な
ぜ
、
政
治
責
任
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仲
恭
天
皇
は
廃
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、
以
下
、
仲
恭
天
皇
廃
位
の
具
体
的
な
経
過
を
見
て
い
く
。

二
．
仲
恭
天
皇
の
廃
位

　

鎌
倉
幕
府
に
よ
る
承
久
の
乱
の
戦
後
処
理
に
つ
い
て
、ま
ず
、幕
府
軍
の
総
大
将
で
あ
っ
た
北
条
泰
時
は
、六
月
十
六
日
（『
承
久
記
』

慈
光
寺
本
は
六
月
十
七
日
と
す
る
）
に
、「
①
院
に
は
誰
を
か
成
し
ま
い
ら
す
べ
き
、
②
御
位
に
は
誰
を
か
附
け
ま
い
ら
す
べ
き
、
③

十
善
の
君
（
こ
こ
で
は
後
鳥
羽
院
を
指
す
）
を
ば
何
く
へ
か
入
れ
奉
る
べ
き
、
④
宮
々
を
ば
、
い
か
な
る
所
へ
か
移
ま
い
ら
す
べ
き
、

⑤
公
卿
・
殿
上
人
を
ば
、
い
か
が
計
ら
ひ
申
べ
き
」
と
い
う
五
点
に
つ
い
て
、
幕
府
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
①
院

に
は
、
持
明
院
の
宮
（
守
貞
親
王
）
を
定
め
申
す
べ
し
、
②
御
位
に
は
同
宮
の
三
郎
宮
（
後
堀
河
天
皇
）
を
即
ま
い
ら
す
べ
し
、
③
さ

て
本
院
を
ば
、
同
王
土
と
い
へ
ど
も
、
遥
か
に
離
れ
た
る
隠
岐
国
へ
流
し
ま
い
ら
す
べ
し
、
④
宮
々
を
ば
武
蔵
守
計
ひ
て
流
し
ま
い
ら

す
べ
し
、
⑤
公
卿
・
殿
上
人
を
ば
坂
東
国
に
下
し
奉
る
べ
し
」
と
の
返
答
が
、
六
月
二
十
九
日
に
京
都
に
到
着
し
て
い
る
（
以
上
、
応

答
の
内
容
は
『
承
久
記
』
慈
光
寺
本
に
よ
る
。
便
宜
上
、
片
仮
名
を
平
仮
名
に
改
め
る
な
ど
の
処
理
を
行
い
、
○
囲
み
数
字
を
付
し
た
。

カ
ッ
コ
内
は
講
演
者
に
よ
る
注
記
）。

　

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
実
際
の
状
況
を
見
る
と
、
ま
ず
⑤
に
関
わ
る
処
置
が
行
わ
れ
て
お
り
、
六
月
二
十
四
日
に
張
本
公
卿
た
ち

の
身
柄
が
幕
府
軍
に
引
き
渡
さ
れ
、
七
月
一
日
に
断
罪
の
宣
下
が
、
五
日
以
降
に
斬
首
が
行
わ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、
①
②
に
つ
い
て
、

幕
府
は
七
月
八
日
に
守
貞
親
王
（
八
月
十
六
日
に
太
上
天
皇
の
尊
号
宣
下
［『
愚
管
抄
』］、
後
高
倉
院
）
に
政
務
を
任
せ
、
後
鳥
羽
院
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の
所
有
す
る
荘
園
を
献
上
し
（『
武
家
年
代
記
』）、
七
月
九
日
に
仲
恭
天
皇
が
廃
さ
れ
て
、
後
堀
河
天
皇
が
践
祚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

③
④
に
つ
い
て
、
七
月
十
三
日
に
ま
ず
後
鳥
羽
院
が
隠
岐
国
に
配
流
さ
れ
、
同
二
十
一
日
に
順
徳
院
（『
愚
管
抄
』）、
二
十
四
日
に
雅

成
親
王
、
二
十
五
日
に
頼
仁
親
王
が
配
流
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
土
御
門
院
の
み
は
、
三
カ
月
以
上
遅
れ
て
閏
十
月
十
日
に
配
流
さ
れ

て
お
り
、
乱
に
積
極
的
に
関
与
し
な
か
っ
た
土
御
門
院
の
配
流
は
幕
府
の
意
向
で
は
な
く
、
本
人
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
す
る
『
吾
妻

鏡
』
や
『
増
鏡
』
の
記
述
は
、
事
実
と
想
定
で
き
る
。

　

以
上
の
状
況
か
ら
考
え
ら
れ
る
、
仲
恭
天
皇
が
廃
さ
れ
た
理
由
は
、
後
高
倉
院
に
院
政
を
行
わ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
院
政
は
、
院

で
あ
れ
ば
誰
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
の
直
系
尊
属
（
父
・
祖
父
・
曽
祖
父
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
、
天
皇
が
幼
帝
で
あ
る
こ

と
と
い
う
二
つ
の
条
件
が
存
在
し
た
。
こ
の
た
め
、
後
鳥
羽
院
・
順
徳
院
を
配
流
し
て
し
ま
う
と
、
仲
恭
天
皇
を
そ
の
ま
ま
皇
位
に
即

け
て
お
い
た
場
合
、
院
政
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
人
物
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
後
高
倉
院
に
院
政
を
行
わ
せ
る
の
で
あ

れ
ば
、
天
皇
も
併
せ
て
仲
恭
天
皇
か
ら
後
堀
河
天
皇
に
代
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

次
に
、
七
月
九
日
に
行
わ
れ
た
仲
恭
天
皇
廃
位
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
見
る
が
、
こ
の
点
を
伝
え
る
史
料
は
、
す
べ
て
の
ち
の

時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
信
用
の
置
け
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
延
元
四
年
（
暦
応
二
、
一
三
三
九
）

に
北
畠
親
房
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
神
皇
正
統
記
』
に
、「
三
種
の
神
器
を
ば
閑
院
の
内
裏
に
す
て
お
か
れ
に
き
」
と
、
ま
た
、『
皇
年

代
略
記
』
に
「
神
璽
・
鏡
・
剣
閑
院
に
棄
て
置
き
、
密
か
に
九
条
第
に
退
か
せ
し
め
た
ま
ふ
」（
原
漢
文
）
と
書
か
れ
て
い
る
点
が
注

目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
形
式
上
は
天
皇
が
自
発
的
に
御
所
か
ら
抜
け
出
し
て
九
条
第
に
移
っ
た
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
神
璽
と
剣
を
次
の
天
皇
の
も
と
に
移
す
践
祚
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
、
一
般
的
な
譲
位
と
の
大

き
な
違
い
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
仲
恭
天
皇
は
母
親
の
立
子
（
貞
応
元
年
［
一
二
二
二
］
院
号
宣
下
、
東
一
条
院
）
と
と
も
に
暮
ら
し
、
文
暦
元
年
（
一
二
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三
四
）
に
九
条
殿
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
皇
女
に
和
徳
門
院
が
存
在
し
た
が
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
未
婚
で
死
去
し
て
い
る
た

め
、
仲
恭
天
皇
の
子
孫
は
絶
え
て
い
る
。

三
．
仲
恭
天
皇
廃
位
の
歴
史
的
影
響

　

問
題
は
、
仲
恭
天
皇
の
廃
位
が
歴
史
上
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
承
久
の
乱

の
結
果
、
院
政
を
行
う
院
を
交
代
さ
せ
る
た
め
に
、
政
治
責
任
が
な
い
天
皇
が
交
代
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
時
期
に
な
ぜ
院
政
と
い
う
政
治
形
態
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
、
従
来
、
単
に
個
人
的
な
関
係
や
天
皇
の
家
の
内
部
の
問
題
だ
け
で
院
政
が
行
わ

れ
た
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
必
要
に
よ
る
も
の
と
す
る
見
方
が
、
美
川
圭
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。「
宗
教
的
権
威
（
中
略
）

を
も
っ
て
国
家
諸
権
力
を
統
合
し
て
き
た
天
皇
が
、
そ
れ
ら
を
捨
て
て
国
家
権
力
の
実
権
を
握
り
自
ら
政
治
を
行
え
ば
、
常
に
反
対
勢

力
の
批
判
を
あ
び
、
そ
れ
が
王
権
の
危
機
に
つ
な
が
る
の
は
当
然
で
あ
る
。（
中
略
）
院
御
所
議
定
制
の
成
立
に
よ
っ
て
、
白
河
法
皇

は
朝
政
の
主
導
権
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
天
皇
は
再
び
マ
ギ
ー
、
タ
ブ
ー
の
支
配
す
る
『
安
全
圏
』
へ
と
戻
っ
た
の
で

あ
り
、
王
権
の
安
泰
も
は
か
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
」（『
院
政
の
研
究
』、
臨
川
書
店
、
一
九
九
六
年
）。
つ
ま
り
、
実
権
は
天
皇
に
は
な

く
院
に
あ
り
、
院
が
政
治
責
任
を
問
わ
れ
る
体
制
が
で
き
た
こ
と
で
、
天
皇
は
再
び
呪
術
的
に
守
ら
れ
た
位
置
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
承
久
の
乱
で
は
、
院
政
の
担
当
者
を
交
代
さ
せ
る
た
め
に
、
政
治
責
任
の
な
い
幼
少
の
天

皇
が
退
位
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
院
政
に
よ
る
天
皇
の
政
治
的
免
責
と
い
う
役
割
が
、
現
実
の
政
治
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の
場
面
で
は
機
能
し
な
か
っ
た
可
能
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
王
権
に
と
っ
て
最
大
の
宗
教
的
脅
威
で
あ
っ
た
大
寺
社
の

強
訴
に
つ
い
て
も
、
内
裏
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
（『
玉
葉
』
嘉
応
元
年
十
二
月
二
十
三
日
条
な
ど
）、
院
政
に
よ
っ
て
天
皇
を

完
全
に
権
力
か
ら
切
り
離
し
得
た
の
か
、
院
政
に
よ
っ
て
本
当
に
天
皇
や
王
権
を
守
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
実
効
性
の
問
題
は
、

再
検
討
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
仲
恭
天
皇
廃
位
の
歴
史
的
影
響
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
意
向
に
よ
り
天
皇
が
交
代
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
皇
位
継
承
を
決
定
す
る
権
利
が
院
か
ら
幕
府
に
渡
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
皇
位
継
承
に
対
す
る
鎌
倉
幕
府
の
介
入
は
、
①
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
四
条
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
際
、
朝

廷
が
忠
成
王
（
順
徳
院
の
子
）
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
鎌
倉
幕
府
は
後
嵯
峨
天
皇
（
土
御
門
院
の
子
）
を
皇
位
に
即
け
る

（『
五
代
帝
王
物
語
』）、
②
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
に
後
宇
多
天
皇
の
皇
太
子
に
煕
仁
親
王
（
後
深
草
院
の
子
、
伏
見
天
皇
）
を
立
て

る
（『
後
深
草
院
啓
白
文
』）、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
①
四
条
天
皇
に
跡
継
ぎ
が
不
在
で
あ
る
、
②
元
寇
に
対
す
る
た
め

の
国
論
統
一
策
の
一
環
と
い
う
、い
ず
れ
も
非
常
時
の
限
定
的
な
介
入
で
あ
り
、皇
位
継
承
に
対
す
る
積
極
的
な
関
与
は
行
わ
れ
な
か
っ

た
。

　

さ
ら
に
そ
の
後
、鎌
倉
幕
府
の
介
入
に
よ
っ
て
、弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）
に
後
宇
多
天
皇
か
ら
伏
見
天
皇
へ
の
譲
位
が
行
わ
れ
（『
伏

見
天
皇
御
記
』
同
年
十
月
二
十
一
日
条
）、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
は
伏
見
天
皇
の
皇
太
子
に
胤
仁
親
王
（
伏
見
天
皇
の
子
、
後

伏
見
天
皇
）
が
立
て
ら
れ
た
（『
公
衡
公
記
』
同
年
四
月
十
三
日
条
）。
こ
れ
を
主
導
し
た
の
は
、
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
の
霜
月
騒

動
で
幕
府
の
実
権
を
握
っ
た
内
管
領
平
頼
綱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
権
力
保
持
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
平
頼
綱
が
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
に
得
宗
北
条
貞
時
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
る
と
、
鎌
倉
幕
府
の
介
入
に
よ
っ
て
、
永

仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
伏
見
天
皇
か
ら
後
伏
見
天
皇
へ
の
譲
位
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
後
伏
見
天
皇
の
皇
太
子
と
し
て
邦
治
親
王
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（
後
宇
多
院
の
子
、
後
二
条
天
皇
）
が
立
て
ら
れ
る
（『
皇
年
代
私
記
』）。
こ
れ
が
、
持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
の
二
つ
の
皇
統
が
並
立
す

る
、
両
統
迭
立
の
最
終
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
が
皇
位
継
承
の
決
定
権
を
握
り
、
両
統
迭
立
と
い
う
枠
組
み
を
作
っ
た
こ
と
が
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
鎌

倉
幕
府
倒
幕
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
に
即
位
し
た
後
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
は
、
当
初
は
邦
良
親
王
（
後
二

条
天
皇
の
子
）、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
邦
良
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
量
仁
親
王
（
後
伏
見
院
の
子
、
光
厳
天
皇
）
で
あ
っ
た
。

　

邦
良
・
量
仁
は
、
と
も
に
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
は
な
い
た
め
、
後
醍
醐
天
皇
は
退
位
後
に
院
政
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

た
め
、
後
醍
醐
天
皇
が
権
力
を
握
り
続
け
る
た
め
に
は
天
皇
で
あ
り
続
け
る
よ
り
ほ
か
な
く
、
院
政
を
行
う
た
め
に
は
、
皇
太
子
を
自

分
の
皇
子
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
皇
太
子
の
変
更
を
阻
む
存
在
は
、
皇
位
継
承
の
決
定
権
を
握
り
、
両
統
迭
立
を
是
と
す
る
、
鎌
倉

幕
府
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
、
み
ず
か
ら
政
治
を
行
う
た
め
に
は
、
お
の
ず
と
、
鎌
倉
幕
府
を
倒
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

幕
府
打
倒
の
企
て
が
具
体
化
し
た
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
の
正
中
の
変
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
は
、
後
醍
醐
天
皇
を
処
罰
せ
ず
に

臣
下
を
処
断
し
た
の
み
で
済
ま
せ
て
い
る
。
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
、
現
天
皇
を
処
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
の
元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
元
弘
の
変
の
際
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
八
月
二
十
四
日
に
京
都
を
離
れ
て
兵
を
挙
げ
、
笠
置
山
に

籠
っ
た
た
め
、
後
醍
醐
天
皇
の
捕
縛
以
前
に
、
鎌
倉
幕
府
は
光
厳
天
皇
を
即
位
さ
せ
て
い
る
（『
皇
年
代
略
記
』）。
こ
れ
は
、
寿
永
二

年
（
一
一
八
三
）
に
平
家
と
と
も
に
都
落
ち
し
た
安
徳
天
皇
に
代
え
て
、
後
白
河
院
が
後
鳥
羽
天
皇
を
践
祚
さ
せ
た
先
例
に
基
づ
く
も

の
で
あ
っ
た
。
天
皇
が
み
ず
か
ら
都
を
去
っ
た
場
合
、
新
し
い
天
皇
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

天
皇
が
自
発
的
に
退
位
し
な
い
限
り
、
臣
下
が
天
皇
を
直
接
罰
し
た
り
、
廃
位
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鎌

倉
幕
府
の
限
界
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
天
皇
の
権
威
に
権
力
が
依
存
す
る
限
り
、
避
け
ら
れ
な
い
事
態
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

院
政
は
、
院
が
天
皇
の
直
系
尊
属
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
の
摂
関
政
治
は
、
天
皇
と
の
外
戚
関
係
を
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根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
天
皇
と
の
血
縁
や
外
戚
関
係
に
依
拠
せ
ず
に
、
朝
廷
の
政
治
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
源
頼
朝
も
平
清
盛
も
、
自
身
の
娘
を
天
皇
の
妻
と
し
、
天
皇
と
の
姻
戚
関
係
を
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
室
町
幕
府
の
三
代
将
軍
足
利
義
満
は
、
天
皇
と
の
外
戚
関
係
を
持
た
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
徳
四
年
（
一
三
九

三
）
に
後
円
融
院
が
死
去
す
る
と
、
院
政
を
代
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
足
利
将
軍
家
は
、
天
皇
と
の
外
戚
関
係
な
し
に
、
天
皇

の
補
佐
役
「
室
町
殿
」
と
い
う
立
場
を
築
き
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
臣
下
と
天
皇
の
関
係
の
限
界
は

克
服
さ
れ
た
。
今
後
は
そ
の
成
功
の
要
因
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
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